
平 成 3 0 年 ２ 月 ９ 日 

 

 

 

 

「都有地活用推進本部」を開催しました 

 

東京都では、「待機児童解消に向けた緊急対策」（平成 28 年 9 月 9 日発表）に基づき、

保育所等の整備を一層推進するため、「都有地活用推進本部」を設置し、全庁横断的に取組

を実施しています。 

この度、「都有地活用推進本部」を下記のとおり開催しましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 開催日時 平成３０年２月９日（金）午後４時から 

 

２ 開催場所 都庁第二本庁舎１０階 ２１０・２１１会議室 

 

３ 議題・報告事項 

（１）待機児童数の状況と待機児童対策の取組 

  ①都内の保育サービスの状況【資料１】 

  ②都の待機児童対策について【資料２－１、２－２】 

（２）都有地活用推進本部の取組 

  ①都有地活用推進本部におけるこれまでの主な取組【資料３】 

  ②都有地の全庁的な洗い出しと区市町村への情報提供について【資料４】 

  ③区市町村における都有地活用の状況【資料５－１、５－２】 

  ④「とうきょう保育ほうれんそう」の実績【資料６】 

（３）各局における都有地活用の取組事例について【資料７】 

（４）その他 

 

４ 出 席 者 長谷川副知事（座長）、各局等部長級職員（委員） 

 

５ 会議資料等 別添のとおり 

議事要旨については、後日、次の財務局ホームページに掲載します。 

（http://www.zaimu.metro.tokyo.jp/kouyu/index.html） 

 

 

 

【問合せ先】 

財務局財産運用部総合調整課 

電話 03-5388-2725 

http://www.zaimu.metro.tokyo.jp/kouyu/index.html
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資料６ 

２．「とうきょう保育ほうれんそう」の実績と調整等 
  
「とうきょう保育ほうれんそう」では、民間事業者や区市町村等から

の提案や照会に回答するほか、以下のとおり「都有地活用による地域の

福祉インフラ整備事業」のスキームに則って、土地の状況確認等にも積

極的に関与するなど、保育所等の整備促進に向けた調整も機動的に実施

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都有地の情報提供（都⇒区市町村）【情報をホームページでも公表】 

活用の意向あり（区市町村⇒都） 

土地の状況確認等（都⇔区市町村） 

【「とうきょう保育ほうれんそう」で土地の状況確認や課題整理、区市町村との調整を実施】 

土地の借受申請（区市町村⇒都） 意向取り下げ（区市町村⇒都） 

整備計画の作成、住民説明等（区市町村） 

事業者公募・決定（区市町村） 申請取り下げ（区市町村⇒都） 

土地の貸付（都⇒区市町村⇒事業者） 

工事着工・竣工・開設 

「とうきょう保育ほうれんそう」では、公表した都有地等に 
 
ついて、民間事業者や区市町村等からの問い合わせを受け、 
 
回答。 
 
  また、未公表の都有地についても照会を受けた際は都有地 
 
の利用状況等を確認し、活用の可否について回答 
 

 ● 受付実績 ９９件（平成 30年 2月 1日時点） 
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